
 
別表第１ 産業部門における基本対策 

分類 
対策の内容 

大分類 中分類 小分類 

01 一般管理事項 

01 管理体制の構

築 01 推進体制の整

備 

(1) 指針に基づき、推進体制を整備すること。 
(2) 温室効果ガスの排出削減対策を推進するための対策責任者の設置を

行うとともに役割分担及び責任の所在を明確にすること。また、経営者

による基本方針及び対策目標の明示が行われていること。 
(3) (2)の基本方針及び対策目標に基づき、各担当部署での具体的な削減

対策を立案し、それらを検討できる組織横断的な委員会等を設置するこ

と。 
(4) 削減対策の実施に必要な人材及び予算の確保及び管理を行うこと。 
(5) 削減対策の適切な進行管理（PDCAサイクル）を行うための推進体制を

整備すること。 
(6) 温室効果ガスの排出の量の削減等の重要性や取組に必要な情報など

について周知徹底を行うため、研修等の教育体制を整備すること。 

02 維持管理全般 

01 主要設備等の

保全管理 

(1) 設備等の現状に係る空調系統図、空調制御図、熱搬送系統図、圧縮空

気配管図、単線結線図等を整備すること。また、主要設備に係る機器管

理台帳（設備・機器名称、定格容量、台数、製造年、型番等）等を整備

し、エネルギー等の使用設備の概要を示すこと。 
(2) 温室効果ガスの排出の量の削減を目的とした主要設備等に係る運転

管理、計測・記録、保守・点検についての自主マニュアル（以下「管理

標準」という。）を作成すること。 
(3) 主要設備等の管理標準を定期的に見直し、改善を図ること。 
(4) 技術的かつ経済的に可能な範囲で事業所全体だけでなく設備単位(個

別設備ごとに分離することができない場合にあっては設備群単位とす

る。)によるきめ細かいエネルギー管理等を徹底すること。 
(5) 各種設備・機器の性能及び効率の低下を防止するため、必要な保守及

び点検を定期的（日常、月次、年次）に行うこと。 
(6) 各種設備・機器の維持管理等に関する点検、検査措置の記録を作成し、

一定期間保存すること。 

02 

エネルギー使

用量等の把握、

計測、記録等の

管理 

(1) エネルギー使用量、燃料使用量等、温室効果ガスの排出の量と密接に

関係を持つ数量の使用量及びその負荷変動を管理し、過去の実績との比

較及び分析を行うこと。 
(2) エネルギー使用量又は温室効果ガスの排出の量の管理指標として、エ

ネルギー消費原単位又は温室効果ガスの排出量原単位を算出し、管理す

ること。 

03 生産設備のエ

ネルギー管理 

(1) 正味稼働時間及び稼働率の管理を行い、必要に応じ見直すこと。 
(2) 生産工程の操業状況に応じたエネルギーの使用状況の管理及び分析

をし、操業条件の変更、定常負荷の低減等の生産工程の改善について検

討を行うこと。 

03 電力管理 01 
脱炭素電力や

低炭素電力の

積極的利用 

(1) 使用する電気については、再生可能エネルギー源等により発電した電

力や二酸化炭素排出係数のより小さい電力を積極的に利用すること。 

02 

ボイラー、工

業炉、蒸気系

統、熱交換器

等 

01 
化石燃料及び

非化石燃料の

燃焼の合理化 

01 空気比の管理 (1) 燃料の燃焼を行う設備（以下「燃焼設備」という。）の空気比は、最

良の燃焼効率が得られるように、適切に設定し、管理を行うこと。 

02 
燃焼設備の効

率管理 

(1) 複数の燃焼設備を使用するときは、燃焼設備全体としての熱効率（投

入熱量のうち対象物の付加価値を高めるために使われた熱量の割合を

いう。以下同じ。）を高く管理するように、それぞれの燃焼設備の燃焼

負荷を調整すること。 
(2) 燃料を燃焼する場合には、燃焼効率を高くするため、燃料の粒度、水

分、粘度等の性状に応じて、燃焼効率が高くなるよう運転管理を行うこ

と。 

03 燃焼設備の保

全管理 

(1) 燃焼設備は、良好な状態を維持するため、定期的に保守及び点検を行

うこと。 
(2) バーナーについては、良好な燃焼状態を維持するため、定期的にバー

ナーノズルの点検、清掃及び整備を行うこと。 

02 
加熱及び冷却

並びに伝熱の

合理化 

01 
熱媒体の温度、

圧力及び量の

管理 

(1) 蒸気等の熱媒体を用いる加熱設備、冷却設備、乾燥設備、熱交換器等

は、加熱及び冷却並びに伝熱（以下「加熱等」という。）に必要とされ

る熱媒体の温度、圧力及び量並びに供給される熱媒体の温度、圧力及び

量について適正な値を設定し、熱媒体による熱量の過剰な供給をなくす

こと。 

02 工業炉の効率

管理 

(1) 加熱、熱処理等を行う工業炉は、設備の構造、被加熱物の特性、加熱、

熱処理等の前後の工程等に応じて、熱効率を向上させるよう管理し、ヒ

ートパターン（被加熱物の温度の時間の経過に対応した変化の態様をい

う。以下同じ。）を改善すること。 



 

03 
加熱等を行う

設備の負荷管

理 

(1) 加熱等を行う設備は、被加熱物又は被冷却物の量及び炉内配置を適正

なものとし、かつ、操業状況の変化等に応じてこれらを見直すことによ

り、過大負荷及び過小負荷を避けること。 

  

  

04 
加熱等を行う

設備の効率管

理 

(1) 複数の加熱等を行う設備を使用するときは、設備全体としての熱効率

を高くするようそれぞれの設備の負荷を調整・管理すること。 

05 加熱等の工程

管理 

(1) 加熱を反復して行う工程においては、工程間の待ち時間を短縮するよ

う管理すること。 
(2) 加熱等を行う設備で断続的な運転ができるものについては、運転を集

約化すること。 

06 
ボイラーの負

荷管理及び効

率管理 

(1) ボイラーの負荷を平準化し、急激な負荷変動を低減するため、供給側

と使用側とが蒸気の圧力及び量等の連携等をとること。 
(2) 台数制御は、各ボイラーの効率、特性及び蒸気需要側の利用パターン

を把握し、ボイラー全体としての熱効率を高く維持すること。 
(3) ボイラー給水及びボイラー水の水質管理により、伝熱管へのスケール

付着及びスラッジ等の沈殿防止や過剰ブロー量による熱損失を低減さ

せること。 

07 蒸気供給の管

理 
(1) 蒸気を用いて加熱等を行う設備については、加熱設備内部及び蒸気管

での放熱を防止するため、不要時に蒸気供給バルブを閉止すること。 

08 蒸気乾き度の

管理 
(1) 加熱等を行う設備で用いる蒸気については、適切な乾き度を維持する

こと。 

09 その他の管理 
(1) その他加熱等の管理は、被加熱物及び被冷却物の温度、加熱等に用い

られる蒸気等の熱媒体の温度、圧力及び流量その他加熱等に係る事項に

ついて適切な管理を行うこと。 

10 
加熱等を行う

設備の保全管

理 

(1) ボイラー、工業炉、熱交換器等の伝熱面その他の伝熱に係る部分につ

いては、伝熱性能の低下を防止するため、定期的に保守及び点検を行い、

ばいじん、スケールその他の付着物を除去すること。 

03 
放射、伝熱等に

よる熱の損失

の防止 

01 
熱利用設備に

係る断熱の保

全管理 

(1) 熱媒体及びプロセス流体の輸送を行う配管その他の設備並びに加熱

等を行う設備（以下「熱利用設備」という。）は、保温性能を良好な状

態に維持するため、断熱工事等の熱の損失の防止のために講じた措置に

ついて、定期的に保守及び点検を行うこと。 
(2) 熱利用設備の断熱化の工事は、日本産業規格 A9501保温保冷工事施工

標準及びこれに準ずる規格に規定するところにより行うこと。 

02 
スチームトラ

ップの保全管

理 

(1) スチームトラップは、その作動の不良等による蒸気の漏えい及びトラ

ップの詰まりを防止するため、定期的に保守及び点検を行うこと。 

03 
熱媒体等の漏

えいに係る保

全管理 

(1) 熱利用設備は、開口部等からの熱媒体の漏えい及び空気の流出入によ

る熱の損失を防止するため、定期的に保守及び点検を行うこと。 
(2) 蒸気配管は、フランジ部、バルブのグランド部等からの蒸気の漏えい

を防止するため、定期的に保守及び点検を行うこと。 

04 廃熱の回収利

用・融通 

01 
排ガスの廃熱

回収の管理 

(1) 排ガスの廃熱の回収利用は、排ガスを排出する設備等に応じ、排ガス

の温度又は廃熱回収率について適切に管理を行うこと。なお、排ガス温

度は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断

の基準に定める基準排ガス温度未満となるように設定を行い、廃熱回収

率を高めること。 
(2) 廃熱等は、原材料の予熱等その他温度、設備の使用条件等に応じた的

確な利用に努めること。 

02 
蒸気ドレンの

廃熱回収の管

理 

(1) 蒸気ドレンの廃熱の回収利用は、廃熱の温度、量及び性状の範囲を把

握し、可能な限り廃熱の回収及び利用を行うこと。 
(2) 廃熱は、原材料の予熱等その他温度、設備の使用条件等に応じた的確

な利用に努めること。 

03 

排ガス及び蒸

気ドレン以外

の廃熱等回収

の管理 

(1) 加熱された固体または流体が有する顕熱、潜熱、圧力、可燃性成分等

は、廃熱等の回収を行う範囲を把握し、可能な限り廃熱等の回収利用を

行うこと。 
(2) 廃熱は、原材料の予熱等その他温度、設備の使用条件等に応じた的確

な利用に努めること。 

04 廃熱回収設備

の保全管理 

(1) 廃熱の回収利用のための設備（廃熱の回収利用のための熱交換器、廃

熱ボイラー等をいう。）は、廃熱回収及び廃熱利用の効率を維持するた

め、定期的に保守及び点検を行い、伝熱面等の汚れを除去し、又は熱媒

体の漏えい部分の補修等を行うこと。 

03 空 気 調 和 設

備、換気設備 01 
加熱及び冷却

並びに伝熱の

合理化 
01 空気調和の全

般管理 

(1) 製品製造、貯蔵等に必要な環境の維持、作業員のための作業環境の維

持を行うための空気調和の管理は、空気調和を施す区画を限定し、負荷

の低減及び使用状況等に応じた設備の運転時間、温度、換気回数、湿度

等を適切に設定して行うこと。 



 

02 事務所等の空

気調和の管理 

(1) 工場内にある事務所等の空気調和の管理は、空気調和を施す区画を限

定し、ブラインドの管理等による負荷の軽減及び区画の使用状況等に応

じた設備の運転時間、室内温度、換気回数、湿度、外気の有効利用等を

適切に設定して行うこと。 
(2) 冷暖房温度については、政府の推奨する設定温度を勘案し設定するこ

と。 
(3) 季節に応じて外気導入量を適切に調整し、管理すること。 

03 
クリーンルー

ムの空気調和

管理 

(1) クリーンルームにおいては、環境条件の許容範囲内で可能な場合には

夜間、休日等の非操業時間における空調ファンの低風量運転等により、

動力の低減を行うこと。 

04 
空気調和設備

の効率管理 

(1) 空気調和設備を構成する熱源設備、熱搬送設備、空気調和機設備の管

理は、外気条件の季節変動等に応じ、冷却水温度や冷温水温度、圧力等

の設定により、空気調和設備の総合的なエネルギー効率を向上させるよ

うに管理すること。 
(2) 空気調和設備の熱源設備が複数の同機種の熱源機で構成され、又は使

用するエネルギーの種類の異なる複数の熱源機で構成されている場合

は、外気条件の季節変動や負荷変動等に応じ、稼働台数の調整又は稼働

機器の選択により、熱源設備の総合的なエネルギー効率を向上させるよ

うに管理すること。 
(3) 熱搬送設備が複数のポンプで構成されている場合は、負荷変動等に応

じ、稼働台数の調整又は稼働機器の選択により、熱搬送設備の総合的な

エネルギー効率を向上させるように管理すること。 
(4) 空気調和機設備が同一区画において複数の同機種の空気調和機で構

成され、又は種類の異なる複数の空気調和機で構成されている場合は、

混合損失の防止や負荷の状態に応じ、稼働台数の調整又は稼働機器の選

択により空気調和機設備の総合的なエネルギー効率を向上させるよう

に管理すること。 

05 
 

空気調和設備

の保全管理 

(1) 空気調和設備を構成する熱源設備、熱搬送設備、空気調和機設備は、

保温材の維持、フィルターの目詰まり、熱交換器及び凝縮器に付着した

スケール並びにコイルフィンに付着したごみの除去等、個別機器の効率

及び空気調和設備全体の総合的な効率の改善に必要な事項の保守及び

点検を行い、良好な状態に維持すること。 
(2) 空気調和設備の自動制御装置は、良好な状態に維持するため、定期的

に保守及び点検を行うこと。 

06 冷凍機の効率

管理 

(1) 効率の維持向上のため、運転中の成績係数（COP）を適宜算出するこ

と。 
(2) 冷凍機の冷水出口温度、冷却水入口温度を適正な値に管理すること。 

07 冷却水の管理 
(1) 冷却水はスケール、スライム付着等による冷却塔、熱交換器等の効率

の低下を防止するため、水質基準を設定し、定期的な水質検査を実施す

る等により、適正な水質管理を行うこと。 

08 換気設備の運

転管理 

(1) 換気設備は、換気用動力を低減するように、換気量、換気回数等を適

正な値とすること。 
(2) 機械室、電気室等において、一定温度以下であれば換気をしなくても

良い場合にあっては、季節に応じて適切に換気を停止すること。 

09 
換気設備の保

全管理 
(1) 換気設備は、圧力損失による効率低下を防ぐため、フィルターのこま

めな清掃など、定期的に保守及び点検を行うこと。 

04 

発 電 専 用 設

備、コージェ

ネレーション

設備、蒸気駆

動の動力設備 

01 
熱の動力等へ

の変換の合理

化 

01 
発電専用設備

の効率管理 

(1) 発電専用設備にあっては、高効率の運転を維持できるよう管理を行う

こと。また、複数の発電専用設備の並列運転に際しては、個々の機器の

特性を考慮の上、負荷の増減に応じて適切な配分がなされるように管理

し、総合的な効率の向上を図ること。 
(2) 火力発電所の運用に当たっては蒸気タービンの部分負荷における減

圧運転が可能な場合には、適切な設定を行い最適化を行うこと。 

02 
発電専用設備

の保全管理 
(1) 発電専用設備は、総合的な効率の高い状態に維持するため、定期的に

保守及び点検を行うこと。 

03 
コージェネレ

ーション設備

の効率管理 

(1) コージェネレーション設備に使用されるボイラー、ガスタービン、蒸

気タービン、ガスエンジン、ディーゼルエンジン等の運転の管理は、発

生する熱及び電気が十分に利用されるよう、負荷の増減に応じた総合的

な効率を高めるものとすること。また、複数のコージェネレーション設

備の並列運転に際しては、個々の機器の特性を考慮の上、負荷の増減に

応じて適切な配分がなされるように管理を行い、総合的な効率の向上を

図ること。 
(2) 抽気タービン又は背圧タービンをコージェネレーション設備に使用

するときは、抽気タービンの抽気圧力又は背圧タービンの背圧の許容さ

れる最低値について、適切な設定を行い管理を行うこと。 

04 
コージェネレ

ーション設備

の保全管理 

(1) コージェネレーション設備は、総合的な効率を高い状態に維持するた

め、定期的に保守及び点検を行うこと。 



 

05 

蒸気駆動の動

力設備の効率

管理 

(1) 蒸気駆動の動力設備は、高効率の運転を維持できるよう管理を行うこ

と。また、電動力応用設備との並列運転に際しては、個々の機器の特性を

考慮の上、負荷の増減と蒸気量に応じて適切な配分がなされるよう管理

し、総合的な効率の向上を図ること。 

06 

蒸気駆動の動

力設備の保全

管理 

(1)蒸気駆動の動力設備は、総合的な効率を高い状態に維持するため、定

期的に保守及び点検を行うこと。 

05 受変電設備、

配電設備 01 
抵抗等による

電気の損失の

防止 

01 変圧器等の適

正管理 

(1) 変圧器及び無停電電源装置は、部分負荷における効率を考慮して、変

圧器及び無停電電源装置の全体の効率が高くなるように、稼働台数の調

整及び負荷の適正配分を行うこと。 
(2) 不使用な状態が長期に及ぶ変圧器は、停止させることにより無負荷損

を防止すること。 
(3) 二次側電圧が同じ変圧器が複数ある場合にあって、その負荷を他の変

圧器に移行できるときは、変圧器損失を低減させるため、軽負荷変圧器

を停止させること。 

02 受電端力率の

管理 

(1) 受電端における力率は、95パーセント以上を維持し、100パーセント

とすることを目標として、進相コンデンサを運用すること。 
(2) 進相コンデンサは、これを設置する設備の稼働又は停止に合わせて稼

働又は停止させるように適正な運転を行うこと。 

03 単相負荷の管

理 
(1) 三相電源に単相負荷を接続させるときは、電圧及び相電流の不平衡を

防止すること。 

04 負荷率の管理 
(1) 電気を使用する設備（以下「電気使用設備」という。）の稼働につい

て調整することにより、工場等における電気の使用を平準化して最大電

流を低減すること。 

05 
受変電設備及

び配電設備の

保全管理 

(1) 受変電設備及び配電設備は、良好な状態に維持するため、定期的に保

守及び点検を行うこと。 

06 
その他の電気

使用設備に係

る管理 

(1) その他の電気使用設備への電気の供給の管理は、電気使用設備の種

類、稼働状況及び容量に応じて、受変電設備及び配電設備の電気の損失

を低減するために必要な措置を講ずること。 
(2) 設備の運転方法の変更、更新等の機会に契約電力の見直しを行うこ

と。 

06 

ポンプ、ファ

ン、ブロワー、

コンプレッサ

ー等 

01 
電気の動力、熱

等への変換の

合理化 

01 ポンプの運転

管理 

(1) ポンプは、生産工程等から要求される使用端圧力及び流量を把握し

て、負荷に応じた適正な流量及び圧力による運転を行うこと。 
(2) ポンプは、生産工程等の操業状況を把握して、運転時間の低減、空転

の防止等を行うこと。 
(3) 台数制御、回転数制御等を用いたシステムを採用している場合にあっ

ては、電動機の負荷を低減するため、負荷の変動に応じて最適な稼働状

態になるよう送出量及び圧力を適正に調整すること。 

02 
ファン及びブ

ロワーの運転

管理 

(1) ファン及びブロワーは、生産工程等から要求される使用端圧力及び流

量を把握して、負荷に応じた適正な流量及び圧力による運転を行うこ

と。 
(2) ファン及びブロワーは、生産工程等の操業状況を把握して、運転時間

の低減、空転の防止等を行うこと。 
(3) 台数制御、回転数制御等を用いたシステムを採用している場合にあっ

ては、電動機の負荷を低減するため、負荷の変動に応じて最適な稼働状

態になるよう送出量及び圧力を適正に調整すること。 

03 コンプレッサ

ーの運転管理 

(1) コンプレッサーは、生産工程等から要求される使用端圧力及び流量を

把握して、負荷に応じた適正な流量及び圧力による運転を行うこと。 
(2) コンプレッサーは、生産工程等の操業状況を把握して、運転時間の低

減、空転の防止等を行うこと。 
(3) 台数制御、回転数制御等を用いたシステムを採用している場合にあっ

ては、電動機の負荷を低減するため、負荷の変動に応じて最適な稼働状

態になるよう送出量及び圧力を適正に調整すること。 

04 コンプレッサ

ーの吸気管理 
(1) コンプレッサーは、フィルターの目詰まり又は吸入空気温度の上昇に

より効率が低下するため、清浄な冷気を吸入すること。 

05 

ポンプ、ファ

ン、ブロワー、

コンプレッサ

ー等の保全管

理 

(1) ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等の流体機械は、流体の

漏えいを防止し、流体を輸送する配管やダクト等の抵抗を低減するた

め、定期的に保守及び点検を行うこと。 

07 
電動力応用設

備、電気加熱

設備等 
01 

電気の動力、熱

等への変換の

合理化 
01 

電動力応用設

備の無負荷管

理 

(1) 電動力応用設備は、電動機の空転による電気の損失を低減するため、

始動電力量との関係を勘案して適切に運転し、不要時の停止を行うこ

と。 



 

02 
電動機の運転

管理 

(1) 複数の電動機を使用するときは、それぞれの電動機の部分負荷におけ

る効率を考慮して、電動機全体の効率が高くなるように、稼働台数の調

整及び負荷の適正配分を行うこと。 

03 
誘導炉等の装

てん方法等管

理 

(1) 誘導炉、アーク炉、抵抗炉の電気加熱設備は、被加熱物の装てん方法

の改善、無負荷稼動による電気損失の低減、断熱及び廃熱回収利用（排

気のある設備に限る。）等を行うことにより、その熱効率を向上させる

こと。 

04 誘導炉等の効

率管理 

(1) 誘導炉、アーク炉及び抵抗炉は、設備の構造、被加熱物の特性、加熱、

熱処理等の前後の工程等に応じたヒートパターンとすることで熱効率

の向上を図ること。 

05 
電解設備の電

解効率管理 

(1) 電解設備は、適当な形状及び特性の電極を採用し、電極間距離、電解

液の濃度等を適正な値とし、導体の接触抵抗等を低減することにより、

電解効率を向上させること。 

06 電動力応用設

備の保全管理 

(1) 電動力応用設備は、負荷機械（電動機の負荷となる機械をいう。）、動

力伝達部及び電動機における機械損失を低減するため、定期的に保守及

び点検を行うこと。 

07 
電気加熱設備

及び電解設備

の保全管理 

(1) 電気加熱設備及び電解設備は、配線の接続部分、開閉器の接触部分等

における抵抗損失を低減するため、定期的に保守及び点検を行うこと。 

08 
誘導炉等の断

熱に係る保全

管理 

(1) 誘導炉、アーク炉及び抵抗炉は、断熱性能を良好な状態に維持するた

め、断熱工事等の熱の損失の防止のために講じた措置について、定期的

に保守及び点検を行うこと。 

09 
その他の電気

の使用に係る

管理 

(1) その他の電気の使用に係る管理は、電動力応用設備、電気加熱設備等

の電気使用設備ごとに、その電気の損失を低減するため適切に管理を行

うこと。 

08 照明設備 01 
電気の動力、熱

等への変換の

合理化 

01 
照明設備の運

用管理 

(1) 照明設備は、日本産業規格Ｚ9110(照明基準総則)又はＺ9125(屋内作

業場の照明基準)及びこれに準ずる規格に規定するところにより適正な

照度レベルとすること。 
(2) 照明の点灯を施す区画を限定するほか、適宜調光による減光又は消灯

を行うことにより、過剰又は不要な点灯をなくすこと。 
(3) ランプ交換が可能な既設照明器具は、ランプの交換時期に合わせ、LED

ランプ等の節電型ランプに交換すること。 
(4) 昼光を使用することができる場所においては、積極的に利用するこ

と。 

02 照明設備の保

全管理 
(1) 照明設備は、適正な照度を維持するため、照明器具及び光源の清掃、

光源の交換等、定期的に保守及び点検を行うこと。 

09 昇降機 01 
電気の動力、熱

等への変換の

合理化 

01 昇降機の運転

管理 
(1) 昇降機は、稼働台数制御ができる場合には、利用状況に応じて、適宜、

稼働台数制御を行うこと。 

02 
昇降機の保全

管理 
(1) 昇降機は、電動機の負荷となる機器、動力伝達部及び電動機の機械損

失を低減するため、定期的に保守及び点検を行うこと。 

10 給湯設備 01 
加熱及び冷却

並びに伝熱の

合理化 

01 給湯設備の効

率管理 

(1) 給湯設備の管理は、季節及び作業の内容に応じ供給箇所の限定や供給

期間、給湯温度、給湯圧力その他給湯の効率の改善に必要な事項につい

て適切な値で運転すること。 
(2) 給湯設備の熱源設備の管理は、負荷の変動に応じ、熱源機とポンプ等

の補機を含めた総合的なエネルギー効率を向上させるように管理する

こと。 
(3) 給湯設備の熱源設備が複数の熱源機で構成されている場合は、負荷の

状態に応じ、稼働台数の調整により熱源設備の総合的なエネルギー効率

を向上させるように管理すること。 

02 
給湯設備の保

全管理 

(1) 給湯設備は、伝熱性能の低下を防止し、良好な状態を維持するため、

熱交換器に付着したスケールの除去等、定期的に保守及び点検を行うこ

と。 
(2) 給湯設備の自動制御装置は、良好な状態に維持するため、定期的に保

守及び点検を行うこと。 

11 事務用機器 01 
電気の動力、熱

等への変換の

合理化 

01 事務用機器の

管理 
(1) 事務用機器は、不要時において適宜電源を切るとともに低電力モード

の設定を行うこと。 

02 事務用機器の

保全管理 
(1) 事務用機器は、必要に応じ定期的に保守及び点検を行うこと。 

12 建物等 01 その他の措置 01 
断熱性、再生可

能エネルギー

源の利用等 

(1) 断熱及び日射遮へいのために、ブラインド、カーテン等を積極的に利

用すること。 
(2) 燃料電池、太陽光発電、太陽熱発電、風力発電等の設備について、良

好な状態に維持するため、定期的に保守及び点検を行うこと。 



 
別表第２ 産業部門における目標対策 

分類 
対策の内容 

大分類 中分類 小分類 

01 一般管理事項 

01 
管理体制の構

築 
01 

外部機関の利

用等 

(1) ISO14001やエコアクション 21などの環境マネジメントシステムや、

ISO50001 などのエネルギーマネジメントシステムを確立し、第三者機

関による点検・検査が実施されること。 
(2) 自組織で地球温暖化対策の立案が困難な場合は、外部の専門家による

省エネルギー診断等を行い、対策の立案が実施されていること。 

02 設備等の管理 01 
新設、更新等に

おける措置 

(1) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関す

る法律第 149条第１項により定められたエネルギー消費機器（以下「特

定エネルギー消費機器」という。）に該当するものを新設等する場合は、

当該機器に関する性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準に規

定する基準エネルギー消費効率以上の効率のものの採用を考慮するこ

と。 

03 
エネルギーの

管理 
01 

システムの導

入等 

(1) 燃焼設備、熱利用設備、排熱回収設備、コージェネレーション設備、

電気使用設備、空気調和設備、換気設備、給湯設備等について統合的な

省エネルギー制御を実施するために工場エネルギー管理システム（以下

「ＦＥＭＳ」という。）の採用を考慮すること。 
(2) AI、IOTを活用した生産設備等のエネルギー管理の導入を検討するこ

と。 

04 
連携省エネル

ギーの取組 
01 

余剰エネルギ

ー等の有効利

用 

(1)工場等で発生する余剰エネルギー等に関しては、他事業者との連携に

よる有効利用の取組について検討すること。 

02 

ボイラー、工

業炉、蒸気系

統、熱交換器

等 

01 
化石燃料及び

非化石燃料の

燃焼の合理化 
01 新設、更新等に

おける措置 

(1) 必要な負荷に応じた設備を選定すること。 
(2) バーナー等の燃焼機器は、燃焼設備及び燃料の種類に適合し、かつ、

負荷及び燃焼状態の変動に応じて燃料の供給量及び空気比を調整でき

るものとすること。 
(3) 通風装置は、通風量及び燃焼室内の圧力を調整できるものとするこ

と。 

(4)バーナーの新設・更新にあたり、リジェネレイティブバーナー等の熱

交換器と一体となったバーナーを採用することにより熱効率の向上が

可能な場合には、これらの採用を検討すること。 

02 
加熱及び冷却

並びに伝熱の

合理化 
01 新設、更新等に

おける措置 
(1) 熱交換に係る部分には、熱伝導率の高い材料を用いること。 
(2) 熱交換器の配列の適正化により総合的な熱効率を向上させること。 

03 
放射、伝熱等に

よる熱の損失

の防止 
01 新設、更新等に

おける措置 

(1) 熱利用設備は、断熱材の厚さの増加、熱伝導率の低い断熱材の利用、

断熱の二重化等断熱性を向上させること。また、耐火断熱材を使用する

場合は、十分な耐火断熱性能を有する耐火断熱材を使用すること。 
(2) 熱利用設備は、熱利用設備の開口部については、開口部の縮小又は密

閉、二重扉の取付け、内部からの空気流等による遮断等により、放散及

び空気の流出入による熱の損失を防止すること。 
(3) 熱利用設備は、熱媒体を輸送する配管の経路の合理化、熱源設備の分

散化等により、放熱面積を低減すること。 

04 廃熱の回収利

用・融通 
01 新設、更新等に

おける措置 

(1) 廃熱を排出する設備から廃熱回収設備に廃熱を輸送する煙道、管等を

新設する場合には、空気の侵入の防止、断熱の強化その他の廃熱の温度

を高く維持するための措置を講ずること。 
(2) 廃熱回収設備は、廃熱回収率を高めるように伝熱面の性状及び形状の

改善、伝熱面積の増加等の措置を講ずること。また、蓄熱設備やヒート

ポンプ等の採用等により、排熱利用が可能となる場合にはこれらを採用

すること。 

03 
空 気 調 和 設

備、換気設備 01 
加熱及び冷却

並びに伝熱の

合理化 
01 

新設、更新等に

おける措置 

(1) 必要な負荷に応じた設備を選定すること。 
(2) 可能な限り空気調和を施す区画ごとに個別制御ができるものとする

こと。 
(3) ヒートポンプ等を活用した効率の高い熱源設備を採用すること。 
(4) 熱搬送設備の風道、配管等の経路の短縮や断熱等に配慮したエネルギ

ーの損失の少ない設備とすること。 
(5) 負荷の変動が予想される空気調和設備の熱源設備、熱搬送設備は、適

切な台数分割、台数制御及び回転数制御、部分負荷運転時に効率の高い

機器又は蓄熱システム等効率の高い運転が可能となるシステムを採用

すること。また、熱搬送設備は変揚程制御の採用を考慮すること。 
(6) 空気調和機設備を負荷変動の大きい状態で使用するときは、負荷に応

じた運転制御を行うことができるようにするため、回転数制御装置等に

よる変風量システム及び変流量システムを採用すること。 
(7) 夏期や冬期の外気導入に伴う冷暖房負荷を軽減するために、全熱交換

器の採用を考慮すること。また、中間期や冬期に冷房が必要な場合は、



 
外気冷房制御の採用を考慮すること。その際、加湿を行う場合には、冷

房負荷を軽減するため、水加湿方式の採用を考慮すること。 
(8) 熱を発生する生産設備等が設置されている場合は、ダクトの使用や熱

媒体を還流させるなどにより空気調和区画外に直接熱を排出し、空気調

和の負荷を増大させないようにすること。 
(9) 作業場全域の空気調和を行うことが不要な場合は、作業者の近傍のみ

に局所空気調和を行う、あるいは放射暖房などにより空気調和に要する

負荷を低減すること。また、空気調和を行う容積等を極小化すること。 
(10) 建屋に隙間が多い場合や開口部がある場合には、可能な限り閉鎖し

空気調和に要する負荷を低減すること。 
(11) エアコンディショナーの室外機の設置場所や設置方法は、日射や通

風状況、集積する場合の通風状態等を考慮し決定すること。 
(12) 空気調和を施す区画ごとの温度、湿度その他の空気の状態の把握及

び空気調和の効率の改善に必要な事項の計測に必要な計量器、センサー

等を設置するとともに、ＦＥＭＳ等の採用により、適切な空気調和の制

御、運転分析ができるものとすること。 

04 

発 電 専 用 設

備、コージェ

ネレーション

設備、蒸気駆

動の動力設備 

01 
熱の動力等へ

の変換の合理

化 
01 新設、更新等に

おける措置 

(1) 発電専用設備は、電力の需要実績と将来の動向について十分検討を行

い、適正規模の設備容量のものとすること。 
(2) 発電専用設備は、国内の火力発電専用設備の平均的な受電端発電効率

と比較し、年間で著しくこれを下回らないものとすること。 
(3) コージェネレーション設備は、熱及び電力の需要実績と将来の動向に

ついて十分な検討を行い、年間を総合して廃熱及び電力の十分な利用が

可能であることを確認し、適正規模の設備容量のコージェネレーション

設備の設置を行うこと。 

(4) 蒸気を減圧して使用している場合や余剰蒸気を回収する場合には、蒸

気を動力源とするポンプやコンプレッサー等への利用を図ること。 

(5)蒸気駆動の動力設備については、蒸気の使用状態を把握するとともに、

電動力応用設備と比較検討して採用すること。 

05 
受変電設備、

配電設備 01 
抵抗等による

電気の損失の

防止 
01 

新設、更新等に

おける措置 
(1) 受変電設備及び配電設備は、電力の需要実績と将来の動向について十

分な検討を行い、受変電設備の配置、配電圧、設備容量を決定すること。 

06 

ポンプ、ファ

ン、ブロワー、

コンプレッサ

ー等 

01 
電気の動力、熱

等への変換の

合理化 
01 新設、更新等に

おける措置 

(1) ポンプ、ファンについては負荷に応じた運転制御を行うことができる

ようにするため、回転数制御装置等による変風量システム及び変流量シ

ステムを採用すること。 

(2)エアーコンプレッサーの設置にあたり、小型化し、分散配置すること

によりエネルギーの使用の合理化が図れる場合には、その方法を採用す

ること。また、圧力の低いエアーの用途には、減圧弁等による減圧はせ

ず、低圧用のブロワー又はファンを利用すること。 

07 
電動力応用設

備、電気加熱

設備等 
01 

電気の動力、熱

等への変換の

合理化 
01 新設、更新等に

おける措置 

(1) 必要な負荷に応じた設備を選定すること。 
(2) 電動力応用設備であって常時負荷変動の大きい状態で使用すること

が想定されるような設備は、負荷変動に対して稼働状態を調整しやすい

設備構成とすること。 
(3) 特定エネルギー消費機器に該当しない交流電動機（籠型三相誘導電動

機に限る。）又は当該機器が組み込まれた動力設備を新設する場合には、

日本産業規格C4212(高効率低圧三相かご型誘導電動機)に規定する効率

値以上の効率のものの採用を考慮すること。 

08 照明設備 01 
電気の動力、熱

等への変換の

合理化 
01 新設、更新等に

おける措置 

(1) 必要な照度に応じた設備を選定すること。 
(2) LEDランプ等効率の高いランプを使用した照明器具等省エネルギー型

設備の導入を行うこと。 
(3) 清掃、光源の交換等の保守が容易な照明器具を選択するとともに、そ

の設置場所、設置方法等についても保守性を考慮すること。 
(4) 照明器具の選択には、光源の発光効率だけでなく、点灯回路や照明器

具の効率及び被照明場所への照射効率も含めた総合的な照明効率を考

慮すること。 
(5) 窓側等の昼光を使用することができる場所の照明設備の回路は、他の

照明設備と別回路にすることを考慮すること。 
(6) 照明の点灯区画の限定、照明器具の適切な間隔配置を考慮すること。 
(7) 不必要な場所及び時間帯の消灯又は減光のため、人体感知装置の設

置、計時装置（タイマー）の利用又は保安設備との連動等の実施を考慮

すること。 

(8) 照明設備に関しては、昼光を利用することができる場合には、減光が

可能な照明器具の選択や照明自動制御装置の採用を検討すること。ま

た、照明設備を施した当初や光源を交換した直後の高い照度を適正に補

正し省電力を図ることができる設備の採用を検討すること。 

09 給湯設備 01 
加熱及び冷却

並びに伝熱の

合理化 
01 新設、更新等に

おける措置 

(1) 給湯設備は、給湯負荷の変化に応じた運用が可能なものとすること。 
(2) 給湯設備は、使用量の少ない給湯箇所は局所式にする等の措置を講じ

ること。 
(3) 給湯設備は、ヒートポンプシステム、潜熱回収方式の熱源設備の採用

を考慮すること。 
10 建物等 01 その他の措置 01 新設、更新等に (1) 二重窓、複層ガラス、遮光フィルム等を採用し、断熱強化を図ること。 



 
おける措置 (2) 燃料電池、太陽光発電、太陽熱発電、風力発電等の積極的な導入を行

うこと。 
(3) 電気自動車充給電設備、蓄電池の積極的な導入を行うこと。 

11 
HFC、PFC、SF6

を排出する設

備 
01 

生産、使用時等

の措置 

01 新設、更新等に

おける措置 

(1) 生産、製造、使用時における漏えい量の削減のため、漏洩防止設備等

の導入を行うこと。 
(2) 生産、製造、使用時における副生品の回収のため、ガス回収装置等の

導入を行うこと。 

02 
使用量の削減

措置 (1) 代替物質の利用、使用原単位の低減を図り、使用量の削減を図ること。 

 



 
別表第３ 業務部門における基本対策 

分類 
対策の内容 

大分類 中分類 小分類 

21 一般管理事項 

01 管理体制の構築 01 推進体制の整備 

(1) 指針に基づき、推進体制を整備すること。 
(2) 温室効果ガスの排出削減対策を推進するための対策責任者の設置を

行うとともに役割分担及び責任の所在を明確にすること。また、経営

者による基本方針及び対策目標の明示が行われていること。 
(3) (2)の基本方針及び対策目標に基づき、各担当部署での具体的な削減

対策を立案し、それらを検討できる組織横断的な委員会等を設置する

こと。 
(4) 削減対策の実施に必要な人材及び予算の確保及び管理を行うこと。 
(5) 削減対策の適切な進行管理（PDCA サイクル）を行うための推進体制

を整備すること。 
(6) 温室効果ガスの排出の量の削減等の重要性や取組に必要な情報など

について周知徹底させるため、研修等の教育体制を整備すること。 

02 維持管理全般 

01 
主要設備等の保

全管理 

(1) 設備等の現状に係る空調系統図、空調制御図、熱搬送系統図、圧縮

空気配管図、単線結線図等を整備すること。また、主要設備に係る機

器管理台帳（設備・機器名称、定格容量、台数、製造年、型番等）等

を整備し、エネルギー等の使用設備の概要を示すこと。 
(2) 温室効果ガスの排出の量の削減を目的とした主要設備等に係る運転

管理、計測・記録、保守・点検についての自主マニュアル（以下「管

理標準」という。）を作成すること。 
(3) 主要設備等の管理標準を定期的に見直し、改善を図ること。 
(4) 技術的かつ経済的に可能な範囲で事業所全体だけでなく設備単位

(個別設備ごとに分離することができない場合にあっては設備群単位

とする。)によるきめ細かいエネルギー管理等を徹底すること。 
(5) 各種設備・機器の性能及び効率の低下を防止するため、必要な保守

及び点検を定期的（日常、月次、年次）に行うこと。 
(6) 各種設備・機器の維持管理等に関する点検、検査措置の記録を作成

し、一定期間保存すること。 

02 

エネルギー使用

量等の把握、計

測、記録等の管

理 

(1) エネルギー使用量、燃料使用量等、温室効果ガスの排出の量と密接

に関係をもつ数量の使用量及びその負荷変動を管理し、過去の実績と

の比較及び分析を行うこと。 
(2) エネルギー使用量又は温室効果ガスの排出の量の管理指標として、

エネルギー消費原単位又は温室効果ガスの排出量原単位を算出し、管

理すること。 

03 電力管理 01 
脱炭素電力や低

炭素電力の積極

的利用 

(1) 使用する電気については、再生可能エネルギー源等により発電した

電力や二酸化炭素排出係数のより小さい電力を積極的に利用するこ

と。 

22 空 気 調 和 設

備、換気設備 
01 空気調和設備の

運転管理 
01 空気調和の管理 

(1) 空気調和の管理は、空気調和を施す区画を限定し、ブラインドの管

理等による負荷の軽減及び区画の使用状況等に応じた設備の運転時

間、室内温度、換気回数、湿度、外気の有効利用等を適切に設定して

行うこと。 
(2) 冷暖房温度については、政府の推奨する設定温度を勘案し設定する

こと。 
(3) 温度、湿度その他の空気の状態等の個別の室内条件をきめ細かく把

握し、各室ごとに運転時間の見直しを行い、使用頻度の低い部屋の空

調停止、空気調和を施す区画の細分化（部分運転）等により空調負荷

の軽減を図ること。 
(4) 室内の冷暖房時における温度分布等の空気分布を把握し、その状況

に応じた運転をするとともに、夏季又は冬季における外気導入量の制

御、中間期（春季・秋季）における全熱交換器の運転停止、建物の予

熱又は予冷時の外気導入停止等の対策により空調負荷の軽減を図るこ

と。 



 

02 空気調和設備の

効率管理 

(1) 空気調和設備の熱源設備において燃焼を行う設備（吸収式冷凍機、

冷温水発生器等）の管理は、適切な空気比を設定して行うこと。 
(2) 空気調和設備を構成する熱源設備、熱搬送設備、空気調和機設備の

管理は、外気条件の季節変動等に応じ、冷却水温度や冷温水温度、圧

力等の設定により、空気調和設備の総合的なエネルギー効率を向上さ

せるように管理すること。 
(3) 空気調和設備の熱源設備が複数の同機種の熱源機で構成され、又は

使用するエネルギーの種類の異なる複数の熱源機で構成されている場

合は、外気条件の季節変動や負荷変動等に応じ、稼働台数の調整又は

稼働機器の選択により、熱源設備の総合的なエネルギー効率を向上さ

せるように管理すること。 
(4) 熱搬送設備が複数のポンプで構成されている場合は、季節変動等に

応じ、稼働台数の調整又は稼働機器の選択により、熱搬送設備の総合

的なエネルギー効率を向上させるように管理すること。 
(5) 空気調和機設備が同一区画において複数の同機種の空気調和機で構

成され、又は種類の異なる複数の空気調和機で構成されている場合は、

混合損失の防止や負荷の状態に応じ、稼働台数の調整又は稼働機器の

選択により空気調和機設備の総合的なエネルギー効率を向上させるよ

うに管理すること。 

03 
空気調和設備の

保全管理 

(1) 空気調和設備を構成する熱源設備、熱搬送設備、空気調和機設備は、

保温材の維持、フィルターの目詰まり、熱交換器及び凝縮器に付着し

たスケール並びにコイルフィンに付着したごみの除去等、個別機器の

効率及び空気調和設備全体の総合的な効率の改善に必要な事項の保守

及び点検を行い、良好な状態に維持すること。 
(2) 空気調和設備の自動制御装置は、良好な状態に維持するため、定期

的に保守及び点検を行うこと。 

02 換気設備の運転

管理 

01 換気設備の効率

管理 

(1) 換気設備の管理は、換気の目的、場所に合わせ、換気を施す区画を

限定し、換気量、運転時間、温度等について適切な設定を行うこと。 
(2) 機械室、電気室等において、一定温度以下であれば換気をしなくて

も良い場合にあっては、季節に応じて適切に換気を停止すること。 

02 換気設備の保全

管理 

(1) 換気設備を構成するファン、ダクト等は、フィルターの目詰まり除

去等個別機器の効率及び換気設備全体の総合的な効率の改善のため、

定期的に保守及び点検を行うこと。 

23 

発 電 専 用 設

備、コージェ

ネレーション

設備 

01 熱の動力等への

変換の合理化 

01 発電専用設備の

効率管理 

(1) 発電専用設備にあっては、高効率の運転を維持できるよう管理を行

うこと。また、複数の発電専用設備の並列運転に際しては、個々の機

器の特性を考慮の上、負荷の増減に応じて適切な配分がなされるよう

に管理し、総合的な効率の向上を図ること。 

02 発電専用設備の

保全管理 
(1) 発電専用設備は、総合的な効率の高い状態に維持するため、定期的

に保守及び点検を行うこと。 

03 
コージェネレー

ション設備の効

率管理 

(1) コージェネレーション設備に使用されるボイラー、ガスタービン、

蒸気タービン、ガスエンジン、ディーゼルエンジン等の運転の管理は、

発生する熱及び電気が十分に利用されるよう、負荷の増減に応じた総

合的な効率を高めるものとすること。また、複数のコージェネレーシ

ョン設備の並列運転に際しては、個々の機器の特性を考慮の上、負荷

の増減に応じて適切な配分がなされるように管理を行い、総合的な効

率の向上を図ること。 
(2) 抽気タービン又は背圧タービンをコージェネレーション設備に使用

するときは、抽気タービンの抽気圧力又は背圧タービンの背圧の許容

される最低値について、適切な設定を行い管理を行うこと。 

04 
コージェネレー

ション設備の保

全管理 

(1) コージェネレーション設備は、総合的な効率を高い状態に維持する

ため、定期的に保守及び点検を行うこと。 

24 受変電設備 01 抵抗等による電

気の損失の防止 

01 変圧器等の適正

管理 

(1) 変圧器及び無停電電源装置は、部分負荷における効率を考慮して、

変圧器及び無停電電源装置の全体の効率が高くなるように、稼働台数

の調整及び負荷の適正配分を行うこと。 
(2) 不使用な状態が長期に及ぶ変圧器は、停止させることにより無負荷

損を防止すること。 
(3) 二次側電圧が同じ変圧器が複数ある場合にあって、その負荷を他の

変圧器に移行できるときは、変圧器損失を低減させるため、軽負荷変

圧器を停止させること。 

02 受電端力率の管

理 

(1) 受電端における力率は、95 パーセント以上を維持し、100 パーセン

トとすることを目標として、進相コンデンサを運用すること。 
(2) 進相コンデンサは、これを設置する設備の稼働又は停止に合わせて

稼働又は停止させるように適正な運転を行うこと。 

03 
受変電設備及び

配電設備の保全

管理 

(1) 受変電設備及び配電設備は、良好な状態に維持するため、定期的に

保守及び点検を行うこと。 

25 ボイラー 01 加熱及び冷却並

びに伝熱の合理
01 ボイラーの負荷

管理及び効率管

(1) ボイラー設備は、ボイラーの容量及び使用する燃料の種類に応じて

適切な空気比を設定して行うこと。 



 
化 理 (2) ボイラー設備は、蒸気等の圧力、温度及び運転時間を考慮し適切な

運転を行い、過剰な蒸気等の供給及び燃料の供給をなくすこと。 
(3) ボイラーへの給水は、伝熱管へのスケールの付着及びスラッジ等の

沈殿を防止し、ボイラー効率を維持するため、日本工業規格Ｂ8223（ボ

イラーの給水及びボイラー水の水質）に規定するところ（これに準ず

る規格を含む。）により水質管理を行うこと。 
(4) 負荷側の要求に応じたきめ細かな運転並びに冷暖房起動時間（ウォ

ーミングアップ運転）及び停止時間の適切な設定を行うこと。 
(5) 複数のボイラー設備を使用する場合は、総合的なエネルギー効率を

向上させるように台数管理を行うこと。 

26 照明設備 01 
電気の動力、熱

等への変換の合

理化 

01 照明設備の運用 
管理 

(1) 照明設備は、日本産業規格Ｚ9110(照明基準総則)又はＺ9125(屋内作

業場の照明基準)及びこれに準ずる規格に規定するところにより適正

な照度レベルとすること。 
(2) 照明の点灯を施す区画を限定するほか、適宜調光による減光又は消

灯を行うことにより、過剰又は不要な点灯をなくすこと。 
(3) ランプ交換が可能な既設照明器具は、ランプの交換時期に合わせ、

LEDランプ等の節電型ランプに交換すること。 
(4) 昼光を使用することができる場所においては、積極的に利用するこ

と。 

02 照明設備の保全 
管理 

(1) 照明設備は、適正な照度を維持するため、照明器具及び光源の清掃、

光源の交換等、定期的に保守及び点検を行うこと。 

27 昇降機 01 
電気の動力、熱

等への変換の合

理化 

01 昇降機の運転管 
理 

(1) 昇降機は、稼働台数制御ができる場合には、利用状況に応じて、適

宜、稼働台数制御を行うこと。 

02 昇降機の保全管 
理 

(1) 昇降機は、電動機の負荷となる機器、動力伝達部及び電動機の機械

損失を低減するため、定期的に保守及び点検を行うこと。 

28 給湯設備、業

務用機器等 

01 
加熱及び冷却並

びに伝熱の合理

化 

01 給湯設備の効率

管理 

(1) 給湯設備の管理は、季節及び作業の内容に応じ供給箇所の限定や供

給期間、給湯温度、給湯圧力その他給湯の効率の改善に必要な事項に

ついて適切な値で運転すること。 
(2) 給湯設備の熱源設備の管理は、負荷の変動に応じ、熱源機とポンプ

等の補機を含めた総合的なエネルギー効率を向上させるように管理す

ること。 
(3) 給湯設備の熱源設備が複数の熱源機で構成されている場合は、負荷

の状態に応じ、稼働台数の調整により熱源設備の総合的なエネルギー

効率を向上させるように管理すること。 

02 給湯設備の保全 
管理 

(1) 給湯設備は、伝熱性能の低下を防止し、良好な状態を維持するため、

熱交換器に付着したスケールの除去等、定期的に保守及び点検を行う

こと。 
(2) 給湯設備の自動制御装置は、良好な状態に維持するため、定期的に

保守及び点検を行うこと。 

02 
電気の動力、熱

等への変換の合

理化 

01 業務用機器の効

率管理 

(1) 厨房機器、業務用冷蔵庫、業務用冷凍庫、ショーケース、医療機器、

放送機器、通信機器、電子計算機、実験装置、遊戯用機器等の業務用

機器の管理は、季節や曜日、時間帯、負荷量、不要時等に応じた適切

な管理を行うこと。 

02 
業務用機器の保

全管理 
(1) 業務用機器を良好な状態に維持するため、定期的に保守及び点検を

行うこと。 

29 事務用機器 01 
電気の動力、熱

等への変換の合

理化 

01 
事務用機器の管

理 
(1) 事務用機器は、不要時において適宜電源を切るとともに低電力モー

ドの設定を行うこと。 

02 事務用機器の保

全管理 (1) 事務用機器は、必要に応じ定期的に保守及び点検を行うこと。 

30 建物等 01 その他の措置 01 
断熱性、再生可

能エネルギー源

の利用等 

(1) 断熱及び日射遮へいのために、ブラインド、カーテン等を積極的に

利用すること。 
(2) 燃料電池、太陽光発電、太陽熱発電、風力発電等の設備について、

良好な状態に維持するため、定期的に保守及び点検を行うこと。 

 



 
別表第４ 業務部門における目標対策 

分類 
対策の内容 

大分類 中分類 小分類 

21 一般管理事項 

01 管理体制の構築 01 
外部機関の利用

等 

(1) ISO14001やエコアクション 21などの環境マネジメントシステムや、

ISO50001 などのエネルギーマネジメントシステムを確立し、第三者機

関による点検・検査が実施されること。 
(2) 自組織で地球温暖化対策の立案が困難な場合は、外部の専門家によ

る省エネルギー診断等を行い、対策の立案が実施されていること。 

02 設備等の管理 01 
新設、更新等に

おける措置 

(1) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関す

る法律第 149条第１項により定められたエネルギー消費機器（以下「特

定エネルギー消費機器」という。）に該当するものを新設等する場合は、

当該機器に関する性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準に規

定する基準エネルギー消費効率以上の効率のものの採用を考慮するこ

と。   

03 
エネルギーの管

理 
01 

システムの導入

等 

(1) 電気を使用する設備や空気調和設備等を総合的に管理し評価をする

ためにビルエネルギー管理システム（以下「ＢＥＭＳ」という。）の採

用を考慮すること。 

04 
連携省エネルギ

ーの取組 

01 
テナントとの連

携 

(1)事業場の居室等を賃貸している事業者（オーナー）と事業場の居室等

を賃借している事業者（テナント）は、共同してエネルギーの使用の合

理化に関する活動を推進するとともに、オーナーは、テナントのエネル

ギーの使用の合理化状況が確認できるようにエネルギー使用量の把握

を行い、テナントに情報提供すること。その際、計量設備がある場合は

計量値とし、計量設備がない場合は合理的な算定方法に基づいた推計値

とすること。 

02 

地域でのエネル

ギーの面的利用

等 

(1)多様なエネルギー需要が近接する街区・地区や隣接する建築物間にお

いて、エネルギーを融通すること等により総合的なエネルギーの使用の

合理化を図ることができる場合には、エネルギーの面的利用等について

検討すること。 

22 
空 気 調 和 設

備、 
換気設備 

01 空気調和設備の

運転管理 

01 
新設、更新等に

おける措置 

(1) 必要な負荷に応じた設備を選定すること。 
(2) 可能な限り空気調和を施す区画ごとに個別制御ができるものとする

こと。 
(3) ヒートポンプ等を活用した効率の高い熱源設備を採用すること。 
(4) 熱搬送設備の風道、配管等の経路の短縮や断熱等に配慮したエネル

ギー損失の少ない設備とすること。 
(5) 負荷の変動が予想される空気調和設備の熱源設備、熱搬送設備は、

適切な台数分割、台数制御及び回転数制御、部分負荷運転時に効率の

高い機器又は蓄熱システム等効率の高い運転が可能となるシステムを

採用すること。また、熱搬送設備は変揚程制御の採用を考慮すること。 
(6) 空気調和機設備を負荷変動の大きい状態で使用するときは、負荷に

応じた運転制御を行うことができるようにするため、回転数制御装置

等による変風量システム及び変流量システムを採用すること。 
(7) 夏期や冬期の外気導入に伴う冷暖房負荷を軽減するために、全熱交

換器の採用を考慮すること。また、中間期や冬期に冷房が必要な場合

は、外気冷房制御の採用を考慮すること。その際、加湿を行う場合に

は、冷房負荷を軽減するため、水加湿方式の採用を考慮すること。 
(8) 蓄熱システム及び地域冷暖房システムより熱を受ける熱搬送設備の

揚程が大きい場合は、熱交換器を採用し揚程の低減を行うこと。 
(9) エアコンディショナーの室外機の設置場所や設置方法は、日射や通

風状況、集積する場合の通風状態等を考慮し決定すること。 
(10) 空気調和を施す区画ごとの温度、湿度その他の空気の状態の把握及

び空気調和の効率の改善に必要な事項の計測に必要な計量器、センサ

ー等を設置するとともに、ＢＥＭＳ等の採用により、適切な空気調和

の制御、運転分析ができるものとすること。 

02 空調機器等の適

切な運転管理 
(1) 室内の設備の状況等により空調機器等の運転時間の短縮が可能な場

合は、タイマー、センサー等による制御システムを導入すること。 

03 
最適な風量制御

等 

(1) 空調機器及び送排風機を有する場合は、負荷の状況、稼動時間等を考

慮し、ポールチェンジ、プーリーダウン、ダンパ調整、回転数制御装置

の導入等、負荷に応じた風量制御を行うこと。 
(2) 電動機の消費電力、稼動時間等を考慮し、空調機器等における動力伝

達媒体による動力損失低減対策を行うこと。 

02 換気設備の運転

管理 01 適正な外気導入

量制御 

(1) 現状の室内環境を把握し、取入外気量が過剰である場合又は特に、夏

季及び冬季において、外気処理に伴う熱負荷を軽減できる場合には、室

内 CO2 濃度の程度、在室人員の変動の程度等により、室内 CO2 濃度

1000ppm 以下を確保できる範囲で、CO2 濃度制御によるダンパー開閉の

自動制御又は給排気ファンの回転数制御を導入すること。 



 

02 
駐車場の換気設

備の運転管理 

(1) 地下駐車場、屋内駐車場等の駐車場において換気設備を有する場合

は、駐車車両数、利用時間帯、CO2濃度又は CO濃度の変化、駐車場の換

気能力等の駐車場利用実態を把握するとともに、タイムスケジュールに

よる運転制御、ポールチェンジ、CO2濃度又は CO濃度による運転制御シ

ステムを導入すること。 
(2) 駐車場においては、運転時間に関するタイムスケジュールの設定、CO2
濃度及び CO 濃度による換気ファンの台数制御又は回転数制御等を適正

に行い、換気設備の動力を軽減させること。 

23 

発 電 専 用 設

備、コージェ

ネレーション

設備 

01 
熱の動力等への

変換の合理化 01 
新設、更新等に

おける措置 

(1) 発電専用設備は、電力の需要実績と将来の動向について十分検討を

行い、適正規模の設備容量のものとすること。 
(2) 発電専用設備は、国内の火力発電専用設備の平均的な受電端発電効

率と比較し、年間で著しくこれを下回らないものとすること。 
(3) コージェネレーション設備は、熱及び電力の需要実績と将来の動向

について十分な検討を行い、年間を総合して排熱及び電力の十分な利

用が可能であることを確認し、適正規模の設備容量のコージェネレー

ション設備の設置を行うこと。 

24 受変電設備 01 抵抗等による電

気の損失の防止 
01 新設、更新等に

おける措置 

(1) 受変電設備を新設する場合には、エネルギー損失の少ない機器を採用

するとともに、電力の需要実績と将来の動向について十分な検討を行

い、受変電設備の配置、配電圧、設備容量を決定すること。 

25 ボイラー 01 
加熱及び冷却並

びに伝熱の合理

化 
01 新設、更新等に

おける措置 

(1) ボイラー設備を新設する場合には、必要な負荷に応じた設備を選定す

ること。 
(2) ボイラー設備からの廃ガス温度の有効利用について検討を行い、利用

できる場合は、廃熱利用の措置を講ずること。また、蒸気ドレンの廃熱

が有効利用できる場合は、回収利用の措置を講ずること。 
(3) ボイラー設備は、蒸気等の需要実績と将来の動向について十分な検討

を行い、適正規模の設備容量のボイラー設備を選定するとともに、エコ

ノマイザー等を搭載した高効率なボイラー設備を採用すること。また、

配管経路の短縮、配管の断熱等に配慮したエネルギー損失の少ない設備

とすること。 
(4) 負荷の変動が予想されるボイラー設備は、適切な台数分割を行い、台

数制御により効率の高い運転が可能となるシステムを採用すること。 

26 照明設備 01 
電気の動力、熱

等への変換の合

理化 
01 

新設、更新等に

おける措置 

(1) 必要な照度に応じた設備を選定すること。 
(2) LEDランプ等効率の高いランプを使用した照明器具等省エネルギー型

設備の導入を行うこと。 
(3) 清掃、光源の交換等の保守が容易な照明器具を選択するとともに、

その設置場所、設置方法等についても保守性を考慮すること。 
(4) 照明器具の選択には、光源の発光効率だけでなく、点灯回路や照明

器具の効率及び被照明場所への照射効率も含めた総合的な照明効率を

考慮すること。 
(5) 窓側等の昼光を使用することができる場所の照明設備の回路は、他

の照明設備と別回路にすることを考慮すること。 
(6) 照明の点灯区画の限定、照明器具の適切な間隔配置を考慮すること。 
(7) 不必要な場所及び時間帯の消灯又は減光のため、人体感知装置の設

置、計時装置（タイマー）の利用又は保安設備との連動等の実施を考

慮すること。 

(8) 照明設備に関しては、昼光を利用することができる場合には、減光

が可能な照明器具の選択や照明自動制御装置の採用を検討すること。

また、作業内容、周辺状況に応じたタスク・アンビエント照明の採用

や照明設備を施した当初や光源の交換直後の高い照度を適正に補正し

省電力を図ることができる照明設備の採用を検討すること。 

27 昇降機 01 
電気の動力、熱

等への変換の合

理化 
01 

エスカレータ管

理 

(1) エスカレータは、人感センサー設置等による運転により、不要時の運

転を避けること。 
(2) 特定エネルギー消費機器に該当しない交流電動機（籠型三相誘導電動

機に限る。）又は当該機器が組み込まれた動力設備を新設する場合には、

日本産業規格 C4212(高効率低圧三相かご型誘導電動機)に規定する効

率値以上の効率のものの採用を考慮すること。 

28 給湯設備、業

務用機器等 

01 
加熱及び冷却並

びに伝熱の合理

化 
01 

新設、更新等に

おける措置 

(1) 給湯設備は、給湯負荷の変化に応じた運用が可能なものとすること。 
(2) 給湯設備は、使用量の少ない給湯箇所は局所式にする等の措置を講

ずること。 
(3) 給湯設備は、ヒートポンプシステム、潜熱回収方式の熱源設備の採

用を考慮すること。 

(4)給湯用水栓については、熱損失等の低減を図るため、自動水栓等の採

用を検討すること。 

02 
電気の動力、熱

等への変換の合

理化 
01 

新設、更新等に

おける措置 

(1) 業務用機器は、エネルギー効率の高い機器を選定すること。 
(2) 熱を発生する業務用機器は、空調区画の限定や外気量の制限等により

空気調和の負荷を増大させないように考慮すること。また、ダクトの使

用や装置に熱媒体を還流させるなどをして空気調和区画外に直接熱を

排出し、空気調和の負荷を増大させないように考慮すること。 



 

29 建物等 01 その他の措置 01 新設、更新等に

おける措置 

(1) 二重窓、複層ガラス、遮光フィルム等を採用し、断熱強化を図るこ

と。 
(2) 燃料電池、太陽光発電、太陽熱発電、風力発電等の積極的な導入を

行うこと。 
(3) 電気自動車充給電設備、蓄電池の積極的な導入を行うこと。 

30 廃棄物処理 01 燃焼の合理化 01 新設、更新等に

おける措置 

(1) 下水汚泥の焼却炉の燃焼効率の改善を図るため、高温燃焼の基準化に

より、下水汚泥の 850℃以上での高温燃焼を行うとともに、それに見合

った焼却炉の更新を行うこと。 



 
別表第５ 自動車部門における基本対策 

分類 
対策の内容 

大分類 中分類 小分類 

41 自動車全般 01 一般管理事項 

01 
推進体制の整

備 

(1) 指針に基づき、推進体制を整備すること。 
(2) 温室効果ガスの排出削減対策を推進するための対策責任者の設置を

行うとともに役割分担及び責任の所在を明確にすること。また、経営

者による基本方針及び対策目標の明示が行われていること。 
(3) (2)の基本方針及び対策目標に基づき、各担当部署での具体的な削減

対策を立案し、それらを検討できる組織横断的な委員会等を設置する

こと。 
(4) 削減対策の実施に必要な人材及び予算の確保及び管理を行うこと。 
(5) 削減対策の適切な進行管理（PDCAサイクル）を行うための推進体制

を整備すること。 
(6) 温室効果ガスの排出の量の削減等の重要性や取組に必要な情報など

について周知徹底させるため、研修等の教育体制を整備すること。 

02 
車両の保全管

理 

(1) 温室効果ガス排出量の削減を目的とした自動車に係る運転管理、計

測・記録、保守・点検についての自主マニュアルを作成すること。 
(2) 自主マニュアルを定期的に見直し、改善を図ること。 
(3) 自動車の性能及び効率の低下を防止するため、必要な保守及び点検を

定期的（日常、月次、年次）に行うこと。 
(4) 自動車に係る維持管理等に関する点検、検査措置の記録を作成し、一

定期間保存すること。 

03 

エネルギー使

用量等の把握、

計測、記録等の

管理 

(1) 燃料使用量等、温室効果ガスの排出の量と密接に関係を持つ数量の使

用量及びその負荷変動を管理し、過去の実績との比較及び分析を行うこ

と。 
(2) 燃料使用量又は温室効果ガスの排出の量の管理指標として、エネルギ

ー消費原単位又は温室効果ガスの排出原単位を算出し、管理すること。 

04 
エコドライブ

の実施 
 

(1) 自動車の使用にあたっては、次の事項を事業者全体として取り組むこ

と。 
・急発進、急停止を行わない。 
・車間距離の確保と定速運転の実施に努める。 
・減速時は早めにアクセルを離す。 
・エアコンを適正な温度に設定する。 
・無駄なアイドリングは行わない。 
・道路交通情報を活用し、渋滞や道路情報等を確認する。 
・タイヤの空気圧を適正に保つ。 
・不要な荷物の積載は行わない。 
・交通の妨げになる場所での駐車を行わない。 
(2) 定期的に自治体等が開催するエコドライブ講習会などに参加し、従業

員に対する周知・教育を行うこと。 

42 貨物輸送 01 
輸送の効率化

等による措置 
01 輸送の効率化 

(1) 事前に目的地までの効率的なルートを選定すること。 
(2) 混雑する道路や時間帯を避ける輸送計画を立てること。 
(3) 目的に応じた自動車又は輸送量に見合った自動車を使用し、輸送回数

を減らすこと。 

 



 
別表第６ 自動車部門における目標対策 

分類 
対策の内容 

大分類 中分類 小分類 

41 自動車全般 01 設備等の導入

に関する措置 

01 次世代自動車

の導入 

(1) 目的に応じた自動車又は輸送量に見合った自動車を導入すること。 
(2) 電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド自動車（PHV）、燃料電池

自動車（FCV）などの次世代自動車の温室効果ガスの排出を抑えた車両

を計画的に導入すること。 

02 
エコドライブ

管理システム

の導入 

(1) エコドライブ管理システムの導入により、ドライバーの運転を記録

し、速度や急加速、急減速、アイドリング等を確認・点検等すること。 
(2) エコドライブ管理システムによる記録を活用して、運転管理を適切に

行うこと。 

42 貨物輸送 

01 輸送の効率化

等による措置 

01 共同輸配送 
(1) 荷主等と連携し、複数の事業者による車両及び貨物の相互融通等によ

り、積載効率及び輸送効率の向上並びに輸送距離及び使用車両の削減を

行うこと。 

02 モーダルシフ

ト 
(1) 幹線貨物輸送をトラックから鉄道や海運に転換し、環境負荷の低減を

図ること。 

03 物流拠点の整

理合理化 
(1) 効率的な物流システムを構築するために、物流拠点の見直しを図り、

分散した拠点を集約する等することで、無駄な走行を減らすこと 

02 設備等の導入

に関する措置 01 輸配送システ

ムの導入 

(1) 求車･求貨システムや配車支援システム等を導入・活用することで、

帰り荷の確保や積載率の向上、車両稼動率の向上など、輸送効率向上を

図ること。 

43 建物等 01 その他の措置 01 新設、更新等に

おける措置 (1) 電気自動車充給電設備、蓄電池の積極的な導入を行うこと。 



 
 事業活動に伴う温室効果ガス排出の量及び当該量の削減に係る水準及び配点 

 

別表第７-１ 温室効果ガス排出の量の削減に係る水準（１年毎の削減水準） 

部門 産業 
エネルギー 

転換 

工業 

プロセス 
業務 運輸 廃棄物 

削減水準 
▲1.8% 

以上 

▲1.3% 

以上 

▲0.6% 

以上 

▲2.5% 

以上 

▲1.1% 

以上 

▲1.4% 

以上 

 

別表第７-２ 温室効果ガス排出の量の削減に係る配点（１年毎の削減水準） 

部門 

配点 
産業 

エネルギー 

転換 

工業 

プロセス 
業務 運輸 廃棄物 

水準の 

90%以上削減 
５点 

▲1.62% 

以上 

▲1.17% 

以上 

▲0.54% 

以上 

▲2.25% 

以上 

▲0.99% 

以上 

▲1.26% 

以上 

水準の 

70%以上削減 
４点 

▲1.26% 

以上 

▲0.91% 

以上 

▲042% 

以上 

▲1.75% 

以上 

▲0.77% 

以上 

▲0.98% 

以上 

水準の 

50%以上削減 
３点 

▲0.90% 

以上 

▲0.65% 

以上 

▲0.30% 

以上 

▲1.25% 

以上 

▲0.55% 

以上 

▲0.70% 

以上 

水準の 

40%以上削減 
２点 

▲0.72% 

以上 

▲0.52% 

以上 

▲0.24% 

以上 

▲1.00% 

以上 

▲0.44% 

以上 

▲0.56% 

以上 

水準の 

20%以上削減 
１点 

▲0.36% 

以上 

▲0.26% 

以上 

▲0.12% 

以上 

▲0.50% 

以上 

▲0.22% 

以上 

▲0.28% 

以上 

 

※複数の部門から温室効果ガスの排出がある場合は、次のとおり配点を算出するものとする。 

１．各号における温室効果ガス排出量について、規則第６条第２号に規定する部門に基づき、それ

ぞれ別表７－２により配点を確認する。 

２．１の配点に対して、各号の温室効果ガス排出量の割合に応じた加重平均により事業者の配点を

算出する。 

 



 
 エネルギーの使用量及び当該量の削減に係る水準及び配点 
 
別表８ エネルギーの使用量及び当該量の削減に係る水準及び配点（１年毎の削減水準） 
削減水準 配点 

1.0%以上削減 ５点 

0.8%以上削減 ４点 

0.6%以上削減 ３点 

0.4%以上削減 ２点 

0.2%以上削減 １点 

 

 



 
 再生可能エネルギー源の利用及び使用するエネルギーの電化に係る水準及び配点 

 

別表９-１ 使用電力の再生可能エネルギー電源比率及び契約電力の排出係数に係る水準 

評価項目 2024年度 2025年度 2026 年度 2027年度 2028 年度 2029年度 2030 年度 

使用電力の

再エネ電源

比率 

27% 29% 31% 33% 34% 36% 38% 

契約電力の

排出係数 

0.373 

kg-CO2/kWh 

0.353 

kg-CO2/kWh 

0.332 

kg-CO2/kWh 

0.312 

kg-CO2/kWh 

0.291 

kg-CO2/kWh 

0.271 

kg-CO2/kWh 

0.250 

kg-CO2/kWh 

 

別表９-２ 使用電力の再生可能エネルギー電源比率に係る配点 
配点 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 

水準の 

90%以上 
５点 24%以上 26%以上 28%以上 30%以上 31%以上 32%以上 34%以上 

水準の 

70%以上 
４点 19%以上 20%以上 22%以上 23%以上 24%以上 25%以上 27%以上 

水準の 

50%以上 
３点 14%以上 15%以上 16%以上 17%以上 17%以上 18%以上 19%以上 

水準の 

40%以上 
２点 11%以上 12%以上 12%以上 13%以上 14%以上 14%以上 15%以上 

水準の 

20%以上 
１点 5%以上 6%以上 6%以上 7%以上 7%以上 7%以上 8%以上 

 

別表９-３ 電気事業者等から調達する電力の排出係数に係る配点 

配点 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 

水準の 

110%未満 
５点 

0.411  

kg-CO2/kWh

未満 

0.388  

kg-CO2/kWh

未満 

0.365  

kg-CO2/kWh

未満 

0.343  

kg-CO2/kWh

未満 

0.320  

kg-CO2/kWh

未満 

0.298  

kg-CO2/kWh

未満 

0.275  

kg-CO2/kWh

未満 

水準の 

110%以上 

120%未満 

４点 

0.448  

kg-CO2/kWh

未満 

0.423  

kg-CO2/kWh

未満 

0.399  

kg-CO2/kWh

未満 

0.374  

kg-CO2/kWh

未満 

0.349  

kg-CO2/kWh

未満 

0.325  

kg-CO2/kWh

未満 

0.300  

kg-CO2/kWh

未満 

水準の 

120%以上 

130%未満 

３点 

0.485  

kg-CO2/kWh

未満 

0.459  

kg-CO2/kWh

未満 

0.432  

kg-CO2/kWh

未満 

0.405  

kg-CO2/kWh

未満 

0.378  

kg-CO2/kWh

未満 

0.352  

kg-CO2/kWh

未満 

0.325  

kg-CO2/kWh

未満 

水準の 

130%以上 

140%未満 

２点 

0.523  

kg-CO2/kWh

未満 

0.494  

kg-CO2/kWh

未満 

0.465  

kg-CO2/kWh

未満 

0.436  

kg-CO2/kWh

未満 

0.408  

kg-CO2/kWh

未満 

0.379  

kg-CO2/kWh

未満 

0.350  

kg-CO2/kWh

未満 

水準の 

140%以上 

150%未満 

１点 

0.560  

kg-CO2/kWh

未満 

0.529  

kg-CO2/kWh

未満 

0.498  

kg-CO2/kWh

未満 

0.468  

kg-CO2/kWh

未満 

0.437  

kg-CO2/kWh

未満 

0.406  

kg-CO2/kWh

未満 

0.375  

kg-CO2/kWh

未満 

 

 

 



 
別表９-４ 使用エネルギーの電化の取組に係る水準 

部門 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 

産業 15% 15% 16% 16% 16% 16% 16% 

エネルギー転換 26% 26% 26% 26% 27% 27% 27% 

民生業務 67% 67% 67% 68% 68% 68% 69% 

運輸 6% 7% 8% 10% 11% 14% 15% 

廃棄物 15% 15% 16% 16% 16% 16% 16% 

 使用エネルギーの電化の取組に関する配点は、エネルギー使用量における電気エネルギー使用量

の割合が、水準以上であれば２点、水準の 50％以上であれば１点とする。 



 
 自動車の利用に伴う温室効果ガス排出の量の削減に係る水準及び配点 

 

別表１０-１ 自動車の燃費に係る水準 

種 別 

乗用自動車 

貨物自動車 
ガソリン自動車、ディーゼ

ル自動車、プラグインハイ

ブリッド自動車等 

バス 

車両重量 
1,400kg 

未満 

2,200kg 

未満 

2,200kg 

以上 

 1,196kg 

未満 

1,196kg 

以上 

 

車両総重量 
 10t 

未満 

10t 

以上 
3.5t 以下 

7.5t 

未満 

7.5t 

以上 

水準（km/L） 24.6 16.8 9.5 6.3 4.52 16.3 10.2 9.91 2.32 

 

別表１０-２ 乗用自動車における自動車の燃費に係る配点 

配点 

種別 

ガソリン乗用自動車、ディーゼル乗用

自動車、プラグインハイブリッド乗用

自動車等 

バス 

車両重量 
1,400kg 

未満 

2,200kg 

未満 

2,200kg 

以上 
 

車両総重量  10t 未満 10t 以上 

水準の 90%以上 ５点 22.1 以上 15.1 以上 8.6 以上 5.7 以上 4.1 以上 

水準の 70%以上 ４点 17.2 以上 11.8 以上 6.7 以上 4.4 以上 3.2 以上 

水準の 50%以上 ３点 12.3 以上 8.4 以上 4.8 以上 3.2 以上 2.3 以上 

水準の 40%以上 ２点 9.8 以上 6.7 以上 3.8 以上 2.5 以上 1.8 以上 

水準の 20%以上 １点 4.9 以上 3.4 以上 1.9 以上 1.3 以上 0.9 以上 

 

別表１０-３ 貨物自動車における自動車の燃費に係る配点 

配点 
車両重量 1,196kg 未満 1,196kg 以上  

車両総重量 3.5t 以下 7.5t 未満 7.5t 以上 

水準の 90%以上 ５点 14.7 以上 9.2 以上 8.9 以上 2.1 以上 

水準の 70%以上 ４点 11.4 以上 7.1 以上 6.9 以上 1.6 以上 

水準の 50%以上 ３点 8.2 以上 5.1 以上 5.0 以上 1.2 以上 

水準の 40%以上 ２点 6.5 以上 4.1 以上 4.0 以上 0.9 以上 

水準の 20%以上 １点 3.3 以上 2.0 以上 2.0 以上 0.5 以上 

※別表１０－１に掲げる水準値が異なる車両を有している場合は、次のとおり配点を算出するもの

とする。 

１．走行実績のある車両について、別表１０－１に掲げる水準値毎の分類で、燃費の平均値を算出

する。 

２．１で算出した値について、それぞれ別表１０－２または別表１０－３を参照し、配点を確認す

る。 

３．２の配点について、それぞれ区分毎の保有台数を乗じて、合計した値の加重平均により事業者

の得点を算出する。 



 
 

別表第１０－４ 乗用車の電気自動車及び燃料電池自動車導入割合に係る水準 

水準 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 

乗用車の電気自動車

及び燃料電池自動車

の割合 

7%以上 9%以上 10%以上 12%以上 14%以上 15%以上 17%以上 

乗用車の電気自動車及び燃料電池自動車導入割合に関する配点は、導入割合が、水準以上であれ

ば２点、水準の 50％以上であれば１点とする。 



 
 温室効果ガス排出の量の削減等に寄与する技術又は製品の開発等に係る水準及び配点 

 

別表１１－１ 脱炭素表明・中長期の温室効果ガス削減目標の設定に係る水準及び配点 

水準 配点 

2050 年までの脱炭素化の表明かつその達成に向けた中長期

的な削減目標を定めた計画の設定 

10 点 

2050 年までの脱炭素化の表明 ８点 

2050 年以降の脱炭素化の表明かつその達成に向けた中長期

的な削減目標を定めた計画の設定 

６点 

2050 年以降の脱炭素化の表明 ４点 

脱炭素化以外の中長期的な削減目標を定めた計画の設定 ２点 

 

別表１１－２ 脱炭素化に資するイノベーションの取組に係る水準及び配点 

水準 配点 

事業活動や他の者の脱炭素化につながる取組あり ２点 

 

別表第１１―３ 中長期的な視点での温室効果ガスの排出量の削減率に係る水準及び配点 

水準 配点 

脱炭素に向けた中長期的な削減目標あるいは業界団体等の

設定している削減目標の進捗状況が目標の 100％以上削減 
２点 

 

別表１１－４ 二酸化炭素を排出しない熱エネルギーの導入に係る水準及び配点 

水準 配点 

二酸化炭素を排出しない熱（製造等を含む）の導入有 ２点 

その他の二酸化炭素を排出しない熱の導入有 １点 

 

別表１１－５ SBT 等イニシアチブへの加盟・賛同に係る水準及び配点 

水準 配点 

SBT 認定の取得あり ２点 

その他の記載あり １点 

 

別表１１－６ サプライチェーン全体での削減の取組に係る水準及び配点 

水準 配点 

定量的な記載有 ２点 

定性的な記載有 １点 

 

別表１１－７ 川崎 CNブランドの取得に係る水準及び配点 

水準 配点 

川崎 CNブランドの認定の取得あり（過去３年以内） ２点 

川崎 CNブランドの認定の取得あり（過去６年以内） １点 

 

 



 
別表１１－８ 川崎メカニズム認証制度の認証に係る水準及び配点 

水準 配点 

川崎メカニズム認証制度の認証の取得あり（過去３年以内） ２点 

川崎メカニズム認証制度の認証の取得あり（過去６年以内） １点 

 

別表１１－９ 川崎市脱炭素行動宣言の認証に係る水準及び配点 

水準 配点 

川崎市脱炭素行動宣言の認証あり ２点 

※ 中小規模事業者用脱炭素化取組計画書及び同結果報告書のみ 

 

別表１１－１０ かわさき SDGs ゴールドパートナーの認証（環境に関する分野）に係る水準及び配

点 

水準 配点 

かわさき SDGs ゴールドパートナーの認証（環境に関する分

野）あり 

２点 

※ 中小規模事業者用脱炭素化取組計画書及び同結果報告書のみ 

 


